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国際会計基準（ＩＦＲＳ）に係る討議資料（１） 

 

この資料は、前回会議で示された主要な検討項目のうち、「諸外国の情勢・

外交方針と国際要請の分析」及び「我が国の会計基準・開示制度全体のあり方」

に関するものを中心に取りまとめたものである。 

 

（米国ロードマップ案及び企業会計審議会中間報告の公表までの国際的な動

き） 

 

１９７３年     ＩＡＳＣ(国際会計基準委員会)設立 

１９９７年     アジア通貨危機（韓国等に対し会計・開示の強化が要請） 

１９９９年～ 

２００３年     レジェンド問題（他のアジア諸国と同様、日本企業でも

英文の開示資料等に添付された監査報告書に「日本基準

により作成された財務諸表であり、国際基準とは異な

る」旨の注意喚起文が付与された） 

２０００年５月   ＩＯＳＣＯ（証券監督者国際機構）が、外国企業による

クロスボーダーの資金調達のための基準として国際会

計基準を承認 

 

２００１年４月    ＩＡＳＢ（国際会計基準審議会）に改組  

２００２年１０月   ＩＡＳＢとＦＡＳＢ（米国財務会計基準審議会）がコン

バージェンス(収斂) に合意（ノーウォーク合意）  

２００４年６月   ＥＵが、域外国の会計基準の同等性評価を開始  

２００５年１月   ＥＵが、域内でのＩＦＲＳ適用を開始  

２００７年８月   ＡＳＢＪとＩＡＳＢが「東京合意」 

（２００８年末までにＥＵの同等性評価における重要

な差異（26項目）を、その他既存の差異を２０１１年６

月末までに解消等） 

２００７年８月   米国ＳＥＣが、米国企業へのＩＦＲＳ適用に関するコン

セプトリリースを公表（米国企業へのＩＦＲＳ適用

（adoption）を認めるか否かを協議するもの）  

２００７年１１月  米国ＳＥＣは、外国企業に対しＩＦＲＳの使用を数値調

整なしで受け入れ開始 

２００８年１１月   Ｇ２０ワシントン・サミット（単一で質の高い国際基準
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の策定を世界の主要な基準設定主体へ提言） 

２００８年１１月   米国ＳＥＣがロードマップ案を公表 

（米国企業の連結財務諸表にＩＦＲＳの適用

（adoption）を義務づける是非について２０１１年まで

に決定。適用の場合、２０１４年から段階的に適用） 

２００８年１２月  欧州が、日本基準や米国基準はＩＦＲＳと同等である旨

を決定。以後、継続的なモニタリングが行われることと

されている。 

２００９年６月   企業会計審議会が、「我が国における国際会計基準の取

扱いについて（中間報告）」を公表  

 

（その後の状況変化及び諸外国のＩＦＲＳ適用等の状況） 

 

 ２００８年９月のリーマンブラザーズの破綻及び世界的な金融危機の発生

により、世界的に経済が悪化し、また、金融規制の再構築等が大きな課題とな

った。この間、各国のＩＦＲＳに関する状況には変化が見られ、以下のとおり

となっている。 

 

 米国においては、 

・２０１０年２月   ＳＥＣが、米国企業の連結財務諸表へのＩＦＲＳ導入

（incorporation）について２０１１年までに決定する

声明を公表。併せて、２００８年のロードマップ案に示

された早期適用（任意適用）は実行されない旨を公表。 

・２０１１年５月  ＳＥＣが、ワークプラン（作業計画）をスタッフペーパ

ーの形で公表。その中で、米国でのＩＦＲＳ導入

（incorporation）の手法として、 

・米国基準を維持し、一定期間（例えば５－７年）で、Ｉ

ＦＲＳの規定を順次取り込んでいく、 

・ＩＦＲＳを取り込むにあたっては、稀な状況において、

ＩＦＲＳからの修正(modification)を行うことがある、 

・最終的に、米国会計基準に準拠していれば、ＩＦＲＳに

準拠している旨主張できるようにすることを目的とす

る、 

としている。 
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（注）米国では、証券法・証券取引所法に基づく開示書類について、基本的

に、連結のみが求められており、単体の取扱いについては、各州の会社

法に委ねられている。 

  

 欧州では、２００５年よりＩＦＲＳ（ヘッジ会計がカーブアウト（適用除外）

されている）が規制市場に上場する企業の連結財務諸表に義務づけられている。 

 連結と単体の関係については、欧州各国に委ねられており、例えば、英国で

は、単体はＩＦＲＳと英国基準の選択制となっており、仏・独では、単体はそ

れぞれ自国基準での作成が義務付けられている。 

 非規制市場において取引される企業の連結財務諸表については、英国では、

ＡＩＭ市場でＩＦＲＳ、仏・独については、いずれもＩＦＲＳと自国基準の選

択制となっている。 

 

（注）欧州では、市場統合との関連で、情報開示、業者・市場規制等について

統一ルールが適用される「規制市場」と各国がその判断により設計可能な「非

規制市場」の枠組みが存在している（参考資料１）。 

    規制市場企業数（内国会社）  非規制市場企業数（内国会社） 

     英：１０７７社        ９３０社      

     仏：５３３社         ３６４社 

     独：５８７社         ２８０社 

我が国における市場構造との比較については、参考資料２を参照。 

 

 カナダでは、２０１１年より、上場会社に対し、ＩＦＲＳでの開示が連結に

義務づけられている（連結を開示する場合、単体開示は不要）。ただし、ＳＥ

Ｃ登録企業については、米国基準を引続き適用することが可能となっている。 

 

 オーストラリアでは、２００５年より、上場会社に対し、ＩＦＲＳでの開示

が連結に義務づけられている（連結を開示する場合、単体開示は不要）。 

 

 韓国では、２０１１年より、上場会社に対し、ＩＦＲＳでの開示が連結・単

体ともに義務づけられている。 

 

 中国では、２０１１年中に、連結・単体ともに、ＩＦＲＳとのコンバージェ

ンスを行うこととされているが、新たな会計基準は今までのところ、公表され
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ていない。 

 

 インドでは、ＩＦＲＳをベースとし、農業や金融商品に関する基準をカーブ

アウト（適用除外）した基準（Ind-AS）が、連結・単体ともに、２０１１年よ

り義務づけられることとされていた（一部の大企業には本年４月より導入され

る予定であった）が、延期されている。これは、税法との調整のためと言われ

ている。 

 

香港では、２００５年より、連結・単体ともに、基準の発効日や経過措置を

除いては、ＩＦＲＳと一致しているＨＫＦＲＳを採用している。 

 

シンガポールでは、２０１２年までに、連結・単体ともに、ＩＦＲＳとの完

全なコンバージェンスを行うとされている（現在公表されている基準において

も、ＩＦＲＳとの一部の差異（不動産の収益認識等）を除き、ほぼコンバージ

ェンスを終了している）。 

 

日本では、会計基準の国際化について、これまでＩＦＲＳとのコンバージェ

ンスと、ＩＦＲＳの任意適用の組み合わせで対応してきている。 

 

各国のＩＦＲＳに関する状況としては、次のように区分できる（参考資料３）。 

①ＩＦＲＳを適用（任意又は強制）するか、自国基準の中に取り入れるか。 

②上記の場合において、ＩＦＲＳ全体をそのまま適用又は取り入れる形のほ

か、一定の個別基準について除外ないし修正する形もあり、その場合にお

けるピュアＩＦＲＳとの差異の程度は区々である。 

③また、基準を徐々に取り入れていくか又は一時に取り入れるかといった差

異がある。 

 

  （注）米国については、上述のとおり、２０１１年５月に公表したワーク

プランでは、５－７年かけて、ピュアＩＦＲＳからの修正の可能性も

残しつつ、ＩＦＲＳの規定を順次米国基準に取り入れていくとされて

いる。 

  

（ＩＡＳＢの活動に対する各国・地域の取組み等） 

 

米国では、ＦＡＳＢがＩＡＳＢとＭＯＵを締結し、共同で基準策定を行って
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いる（収益認識・リース・金融商品等について作業中）。本作業の終期は、当

初予定していた２０１１年６月から、スケジュールが後ろ倒しとなり、２０１

２年中以降となっている。 

 

欧州では、ＥＣ（欧州委員会）がＩＦＲＳの規定を取り入れるエンドースメ

ント手続きをとる際に、ＥＦＲＡＧ（欧州財務報告諮問グループ）がアドバイ

スを行っている。 

なお、英・仏・独・伊の会計基準設定主体の議長は、ＥＦＲＡＧのテクニカ

ル・エクスパート・グループにおけるメンバー（議決権はない）である。 

 

日本では、 

・ 企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）とＩＡＳＢが、年２回、定期協議を開

催する。 

・ アジア・オセアニア地域の基準設定主体の連合体であるＡＯＳＳＧが組

織され、地域としての意見交換をＩＡＳＢと行う（日本のＡＳＢＪが現

在の議長国）、 

・ サテライト・オフィスを東京に誘致し、アジア・オセアニア地域として

の意見発信等を行うこととしている（２０１２年秋より始動予定） 

・ 日中韓三カ国会計基準設定主体会議において、三カ国、アジアの共通関

心事項の情報交換・協議を行う（２００１年より、三カ国の会計基準設

定主体が持ち回りで開催）。 

・ 日印ダイアローグ等の二国間の協議を行う 

等により、国際的な基準策定への発信等を行っている。 

 

新興経済国では、２０１１年７月に、Ｇ２０の新興経済国及びマレーシアか

らなる、ＥＥＧ（新興経済グループ）がＩＡＳＢ内に設立され、７月に北京で

初回会合が開催されている。 

 

資本市場規制当局においては、当局間の取り組みとして、モニタリング・ボ

ードを設置し、ＩＡＳＢの基準策定におけるガバナンス等を監視している（参

考資料４）。 

（注）モニタリング・ボードメンバーは、米国ＳＥＣ委員長、欧州委員会委

員、金融庁長官、ＩＯＳＣＯ（証券監督者国際機構）代表２名（スペイ

ン、マレーシア）となっている。なお、モニタリング・ボードにより、

ＩＦＲＳ財団のガバナンス構造を見直すためにワーキング・グループが
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設立（河野正道（金融庁金融国際政策審議官）が議長）されている。 

    藤沼亜起氏、ロバート・グラウバー氏が副議長を務めるＩＦＲＳ財団

評議員（トラスティ）は、メンバー２０名中、米国５名、欧州５名、ア

ジア・オセアニアから７名（うち日本２名）が選出されている。ＩＡＳ

Ｂボードメンバーは、１５名中、米国４名、欧州５名、アジア・オセア

ニアから４名（うち日本１名）が選出されている。 

 

（議論していただきたい論点）  

① 金融危機以降、世界の金融・経済情勢が大きく変化する中において、会

計基準のあり方を議論するに際して、留意すべきことは何か。 

② 国際会計基準の適用等に係る各国の対応はその国情を踏まえ様々である。

こうした中、我が国における会計基準のあり方については、各国の状況

も見つつ、様々な選択肢を考慮し、戦略的に検討を進める必要があると

考えるがどうか。 

③ 各国・地域において、ＩＡＳＢの活動に対する様々な取組みが行われて

いる中で、我が国のこれまでの取組みをどのように評価するか。今後ど

のような戦略をとるべきと考えるか。また、その際、アジア太平洋地域

の各国との連携、日米欧の三極における我が国の地位を確保するための

戦略等について、どう考えるか。 

④ 我が国の戦略を実行していくに当たって、基準設定主体、作成者、利用

者、監査人、取引所、規制当局等の利害関係者に求められる役割は何か。 

⑤ 今後予定している海外視察において、追加調査が必要と考えられる事項

はあるか。 

⑥ その他、国際的な動向等について、論点とすべき事項はないか。 
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国際会計基準（ＩＦＲＳ）に係る討議資料（２） 

 

（日・米・欧の開示制度） 

 

日本では、金融商品取引法において、上場企業等に対して、情報提供機能の

観点から連結財務諸表と単体財務諸表の開示を求めている。 

また、会社法では、分配可能額の計算といった利害調整機能と情報提供機能

の観点から、金融商品取引法の対象外の会社を含めた会社全体に単体財務諸表

の作成を求めている（連結財務諸表の作成が義務付けられるのは、大会社かつ

金商法対象である会社のみ）。 

税法においては、法人税法第２２条に「一般に公正妥当と認められる会計処

理の基準に従つて計算」と規定されており、会社法上の利益を課税所得計算の

基礎としている（確定決算主義）。 

 

（注）この他に業法会計その他の諸規則との関係についても考慮する必要が

あるが、この点については、後日の会合において議論する予定。 

  

米国では、証券法・証券取引所法においては、基本的に、連結財務諸表の開示

のみが求められている。単体の取扱いについては、各州の会社法によることにな

るが、多くの州の会社法には、財務諸表の株主への送付義務は定められているも

のの、財務諸表の内容に関する規定は存在していない。ただし、一部の州、例えば

カリフォルニア州の会社法では、財務諸表（連結財務諸表を含む）の内容に関する

規定があり、ＵＳＧＡＡＰへの準拠性が求められる。 

また、税法では、一部に損金経理要件に類似する経理要件が規定されているが、

全体としては、企業会計とは分離している。 

 

欧州では、ＩＡＳ規則により、２００５年よりＩＦＲＳ（ヘッジ会計がカーブアウト（適用

除外）されている）が規制市場に上場する企業の連結財務諸表に義務づけられて

いる。 

単体の取扱いについては、欧州各国に委ねられており、例えば、英国では、単体

はＩＦＲＳと英国基準の選択制となっており、仏・独では、単体はそれぞれ自国基準

での作成が義務付けられている。 

英・仏・独では、単体会計が配当計算・課税所得計算の基礎となるが、会計上の

利益から配当・課税所得を計算するための調整は各国で異なっている。 
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（連結と単体の関係） 

 

我が国では、従来より、連結では、日本基準のほか、米国でＳＥＣに登録してい

る日本企業等は、米国基準での財務諸表の開示が許容されている。また、いずれ

の場合も、単体では日本基準での財務諸表が開示されている。 

さらに、２０１０年３月期より、国際的な事業・財務活動を行う企業の連結財務諸

表について、ＩＦＲＳの使用が許容されている。 

 

（注１）ＩＦＲＳ任意適用の要件（次のいずれか） 

  ・外国の法令に基づきＩＦＲＳでの開示を行っていること 

・外国の取引所規則に基づきＩＦＲＳでの開示を行っていること 

・外国に資本金２０億円以上の子会社を有していること 等 

（注２）現在、我が国において、米国基準で開示している企業は３３社、Ｉ

ＦＲＳで開示している企業は３社である。 

 

連結財務諸表については、単体財務諸表と比較した場合、情報提供機能や国

際的比較可能性がより重視される。他方、単体財務諸表においては、情報提供

機能と同時に、会社法の分配可能額や税法上の課税所得など利害調整機能が強

い、といった機能上の相違がある。また、中小企業等金商法の対象外の会社に

おいては連結財務諸表の作成は必要とされていない。 

 

日本基準における連結と単体の関係について、２００９年６月の企業会計審

議会中間報告では、「今後のコンバージェンスを確実にするための実務上の工

夫として、（中略）連結財務諸表に係る会計基準については情報提供機能の強

化及び国際的比較可能性の向上の観点から、我が国固有の商慣行や伝統的な会

計実務に関連の深い個別財務諸表に先行して機動的に改訂する考え方（いわゆ

る「連結先行」の考え方）で対応していくことが考えられる」とされている。 

 また、２０１０年８月の企業会計審議会では、「連結と単体のズレの期間、

幅は、経営や内外の会計を巡る諸状況（税、会社法を含む）により大きく異な

る」、即ち、経営や内外の会計を巡る諸状況、連結と単体を合わせるコストの

存在等により、特定の会計基準について、連結と単体がズレたままかなりの期

間が経過していくこともあり得るとされている（参考資料５）。 

 

（参考）現時点で連結と単体の会計基準が異なる項目としては次のものがある。 
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・企業結合会計における段階取得（連結については、過去取得分を含めて子

会社への投資を支配権取得時に公正価値に修正し、単体は子会社への投資

を取得原価で評価。） 

・包括利益（連結では２０１１年３月から包括利益を開示しているが、単体

では開示されていない。） 

 

（議論していただきたい論点） 

① 単体財務諸表に係る会計基準は、会社法・税法や我が国固有の商慣行等と

関連が深く、そのあり方についてはより慎重な検討が求められると考えら

れるがどうか。 

② 日本基準における連結と単体の関係とは別に、開示制度上、連結では米国

基準、ＩＦＲＳを採用可能としつつ、単体については日本基準とするとい

う意味で、連結と単体の分離が生じている。これまで運用されてきた中で、

大きな問題は生じていないと考えられるがどうか。 

③ 連結財務諸表と単体財務諸表については、情報提供機能・利害調整機能と

いった機能面において相違がある。日本基準における連結と単体の関係に

ついては、上記のとおり、「連結先行」の考え方が示されてきているが、

この「連結先行」についてどう考えるか。 

④ その他、会計・開示制度、連結と単体との関係等について、論点とすべき

事項はないか。 

 

 


